
�愛媛県告示第８９８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２２年８月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

新居浜市船木字山口甲３５３７の２、甲３５４０の１、甲３５４１の１、甲

３５４２、甲３５４３の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字山口甲３５３７の２・甲３５４０の１・甲３５４１の１・甲３５４２・甲

３５４３の２（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁及び新居浜市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第８９９号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２２年６月愛媛県告示第７１８

号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を

大洲市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告

示する。

平成２２年８月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

大洲市河辺町北平３９４６ 大洲市河辺町北平３６３７
山 崎 美智子 森林所有者

大洲市河辺町北平４０４１ 大洲市河辺町北平３６３７
山 崎 八重美 〃

大洲市河辺町北平２１４５
上浮穴郡浮穴村大字北平３２９
番戸
本 田 倉 吉

〃

大洲市河辺町北平２１６１、
２１６２

上浮穴郡浮穴村大字北平３２９
番戸
本 田 半 重

〃

大洲市河辺町北平２２３４、
２２３５、２２３８、２２３９、２２４０

大洲市長浜町櫛生乙１５２－１
大 木 満 子 〃

大洲市河辺町北平２２３４、
２２３５、２２３８、２２３９、２２４０

横浜市磯子区杉田町１５６８
佐 野 鳩 子 〃

大洲市河辺町北平２２６７、
２２６９、２２７０

兵庫県武庫郡鳴尾村焼屋敷１７
越 水 儀一郎 〃

大洲市河辺町北平２３７９、
２３８０、２３８１

大阪府摂津市千里丘４－１１－
３
木 村 圭 輔

〃

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲市

役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第９００号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２２年６月愛媛県告示第７１８

号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を

鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告

示する。

平成２２年８月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

発 行 愛 媛 県
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保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字父野
川下１９６０

宇和島市吉田町東小路甲１８番
葛 木 正 志 森林所有者

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２００７、２００８、２０１１、
２０１２、２０１３、２０１４、２０１５、
２０１６、２０１７、２０１８

兵庫県西宮市雲井町２番１１－
１０１号
佐々木 豊

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１６３６、１６３７

伊予市中山町中山３５８
西 岡 圭 造 〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１６３６、１６３７

伊予市中山町中山３５８
西 岡 洋 子 〃

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北町

役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第９０１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２２年８月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として

指定された目的

昭和６３年１２月１３日愛媛県告示第１５５４号

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治市

役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������������
�愛媛県告示第９０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９０３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年８月１０日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八倉松前線
伊予郡松前町大字永田字銭塚２３番３地先から

同字２３番３まで
平成２２年８月１１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２南大土（開）

第７０２－２号

平成２２年７月３０日

喜多郡内子町内子１４４７番、１４５４番、１４５５番、１４５６番、１４５７番、１４５８番、１４５９

番、１４８６番、１４８７番、１４８８番、１４８９番、１４９０番、１４９１番、１４９２番、１４９３番、

１４９４番、１４９５番、１４９６番、１４９７番、１４４７番地先から１４４８番地先農道、１４５７

番地先から１４６０番地先農道、１４５４番地先から１４５９番地先農道、１４８８番地先

から１４９３番地先農道、１４８８番地先から１４９６番地先農道、１４９４番地先農道、

１４８９番地先から１４９３番地先水路、１４９７番地先から１４８７番地先水路、１４８７番

地先水路、１４９６番地先から１４９４番地先水路、１４４７番地先から１４４８番地先河

川

喜多郡内子町知清４７番、４８番、４９番、５０番、５１番、５２番、５３番、５４番、６７

番、６８番、６９番、７０番、７１番、７２番、７２番地先農道、７０番地先から６７番地

先水路

松山市宮西１丁目２番１号

株式会社フジ

代表取締役 尾 � 英 雄
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�愛媛県訓令第１３号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年８月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

市

町

振

興

課

１ 省略

２ 市町

村の合

併の特

例に関

する法

律 の

施行に

関する

事務

１ 合併協議会設置の請求が

あつた場合の報告等の受理

及び通知（第４条第２項、

第４項、第８項から第１０項

まで、第１３項、第１６項、第

２０項、第５条第３項、第４

項、第８項、第９項、第１１

項、第１２項、第１７項、第１８

項、第２３項、第２４項、市町

村の合併の特例に関する法

律施行令（以下この部にお

いて「政令」という。）第

２４条、第３３条）

○

２ 合併協議会設置の請求が

同一の内容であることの確

認（第５条第２項、政令第

２６条第２項、第３項）

○

３～５ 省略

６ 同一請求代表者が選挙人

名簿に登録された者である

かどうかの確認の報告の受

理及び通知（政令第２７条第

２項、第３項）

○

７ 同一請求代表者証明書の

交付等の報告の受理（政令

第２７条第４項）

○

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

市

町

振

興

課

１ 省略

２ 市町

村の合

併の特

例等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 合併協議会設置の請求が

あつた場合の報告等の受理

及び通知（第４条第２項、

第４項、第８項から第１０項

まで、第１３項、第１６項、第

２０項、第５条第３項、第４

項、第８項、第９項、第１１

項、第１２項、第１７項、第１８

項、第２３項、第２４項、市町

村の合併の特例に関する法

律施行令（以下この部にお

いて「政令」という。）第

２４条、第３３条）

○

２ 合併協議会設置の請求が

同一の内容であることの確

認（第５条第２項、政令第

２６条第２項、第３項）

○

３～５ 省略

６ 合併協議会設置の勧告を

行おうとする場合における

市町の意見の聴取（第６１条

第１項）

○

７ 合併協議会設置の勧告を

行つた場合の市町議会の審

議結果等の報告の受理及び

通知（第６１条第４項、第５

項、第７項、第８項、第１３

項、第１４項、第１９項、第２０

項）

○

訓 令

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２２年８月１０日 第２１９１号
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８ 従前の選挙区による場合

又は一選挙区を設けた場合

における合併市町の人口の

告示（政令第３９条）

○

３～２４

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

私

学

文

書

課

１ 私立

学校に

関する

事務

１・２ 省略

３ 公立高等学校に係る授業

料の不徴収及び高等学校等

就学支援金の支給に関する

法律に関すること。

� 就学支援金の受給資格

の認定（第５条、公立高

等学校に係る授業料の不

徴収及び高等学校等就学

支援金の支給に関する法

律施行規則（以下この項

において「省令」とい

う。）第３条第２項）

○

� 省略

� 就学支援金の支給停止

（第９条第１項、省令第

１１条第３項）

○

�・� 省略

� 受給権者の氏名変更の

届出の受理（省令第３条

第３項）

○

� 就学支援金の受給事由

消滅の届出の処理（省令

第４条）

○

� 授業料の額を証明する

書類の写しの受理（省令

第６条第１項）

○

	 授業料減免の届出の受

理（省令第６条第２項）

○


 就学支援金の支給限度

額の加算に関する届出の

受理（省令第８条第２

項）

○

８ 市町の合併に関する協議

の状況についての報告の徴

収（第６２条）

○

９ 市町の合併に関する協議

の推進に関する勧告（第６４

条第１項、第２項）

○

１０ 市町が講じた措置につい

ての報告の徴収（第６４条第

３項）

○

３～２４

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

私

学

文

書

課

１ 私立

学校に

関する

事務

１・２ 省略

３ 公立高等学校に係る授業

料の不徴収及び高等学校等

就学支援金の支給に関する

法律に関すること。

� 就学支援金の受給資格

の認定（第５条、公立高

等学校に係る授業料の不

徴収及び高等学校等就学

支援金の支給に関する法

律施行規則（以下この項

において「省令」とい

う。）第３条第２項）

○

� 省略

� 就学支援金の支給停止

（第９条第１項、省令第

１１条第３項）

○

�・� 省略

愛 媛 県 報平成２２年８月１０日 第２１９１号
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� 就学支援金の支給限度

額の加算を受けている受

給権者の保護者等の変更

の届出の受理（省令第８

条第３項）

○

� 就学支援金の額の通知

（省令第９条）

○

� 就学支援金の支払時期

の決定（省令第１０条）

○

� 就学支援金の支給再開

の申出の処理（省令第１１

条第２項、第３項）

○

� 就学支援金の支給実績

証明書の発行（省令第１２

条）

○

� 就学支援金の支給事務

の委託（省令第１４条）

○

４～６ 省略

２～１０

省略

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

健

康

増

進

課

１～７

省略

８ 原子

爆弾被

爆者に

対する

援護に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 被爆者健康手帳に関する

こと。

� 省略

� 変更の届出の処理（原

子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律施行令

（以下この部において

「政令」という。）第３

条第１項、第２項、第４

条、第５条、原子爆弾被

爆者に対する援護に関す

る法律施行規則（以下こ

の部において「省令」と

いう。）第４条第２項、

第７条第２項）

○

	 省略


 返還の受理（省令 ○

４～６ 省略

２～１０

省略

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

健

康

増

進

課

１～７

省略

８ 原子

爆弾被

爆者に

対する

援護に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 被爆者健康手帳に関する

こと。

� 省略

� 変更の届出の処理（原

子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律施行令

（以下この部において

「政令」という。）第３

条第１項、第２項、第４

条、第５条、原子爆弾被

爆者に対する援護に関す

る法律施行規則（以下こ

の部において「省令」と

いう。）第４条第２項、

第７条第２項）

○

	 省略


 返還の受理（原子爆弾

被爆者に対する援護に関

する法律施行規則（以下

この部において「省令」

○
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第７条の２第

３項、第８条）

○

２～４ 省略

５ 手当等に関すること。

� 医療特別手当等の認定

及び支給（第２４条第１

項、第２項、第２５条第１

項、第２項、第２６条第１

項、第２項、第２７条第１

項から第３項まで、第２８

条第１項から第３項ま

で、省令第３０条、第３１

条、第４５条、第４６条、第

４９条、第５０条、第５３条、

第５４条、第５７条、第５８条

第３項、第４項、第６３条

第１項）

○

�～� 省略

� 医療特別手当受給権者

の健康状況の届出の処理

（省令第３２条第１項、第

３項、第３３条）

○

� 医療特別手当受給権者

等の氏名及び居住地の変

更の届出（国内に居住地

又は現在地を有する者が

氏名を変更した場合及び

県内において居住地を移

した場合に係るものを除

く。）の処理（省令第３４

条、第３５条、第３５条の

２、第３５条の３、第３６

条、第４６条、第５０条、第

５４条、第６３条第１項）

○

�・� 省略

� 医療特別手当等の失権

の届出の処理（省令第３９

条 、第５４条）

○

	・
 省略

� 医療特別手当受給権者

等の 現況の

届出の処理（省令第４１条

の２、第４６条、第５０条、

第５４条、第６３条第１項）

○

�～ 省略

� 介護手当継続支給対象

者の居住地変更の届出の

処理（省令第３５条第２

項、第６７条、第６７条の

２）

○

という。）第７条の２第

３項、第８条）

○

２～４ 省略

５ 手当等に関すること。

� 医療特別手当等の認定

及び支給（第２４条第１

項、第２項、第２５条第１

項、第２項、第２６条第１

項、第２項、第２７条第１

項から第３項まで、第２８

条第１項から第３項ま

で、省令第３０条、第３１

条、第４５条、第４６条、第

４９条、第５０条、第５３条、

第５４条、第５７条、第５８条

第３項、第４項、第６３条

第１項）

○

�～� 省略

� 医療特別手当受給権者

の健康状況の届出の処理

（省令第３２条第１項 第

３項、第３３条）

○

� 医療特別手当受給権者

等の居住地変更

の届出（国内に居住地

又は現在地を有する者が

氏名を変更した場合及び

県内において居住地を移

した場合に係るものを除

く。）の処理（省令第３４

条、第３５条、第３５条の

２、第３５条の３、第３６

条、第４６条、第５０条、第

５４条、第６３条第１項）

○

�・� 省略

� 医療特別手当等の失権

の届出の処理（省令第３９

条、第４６条、第５４条）

○

	・
 省略

� 医療特別手当受給権者

等の国外居住者の現況の

届出の処理（省令第４１条

の２、第４６条、第５０条、

第５４条、第６３条第１項）

○

�～ 省略

� 介護手当継続支給対象

者の居住地変更の届出の

処理（省令第３５条第２

項、第６７条、第６７条の

２）

○
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�～� 省略

６ 省略

７ 原子爆弾の傷害作用に起

因する負傷及び疾病の認定

申請の進達（政令第８条第

１項、第３項）

○

８ 認定疾病医療を担当する

医療機関の指定申請、変更

等の届出及び指定の辞退の

申出の進達（政令第１１条

、第１２条、第１３条）

○

９ 第一種健康診断受診者証

及び第二種健康診断受診者

証に関すること。

� 交付（省令附則第２条

第２項、第３項）

○

� 居住地変更の届出の処

理（省令第４条第２項、

附 則 第４条、第４条 の

２、第４条の３、第５条

第１項）

○

�・� 省略

９～１６

省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�～� 省略

６ 省略

７ 原子爆弾の傷害作用に起

因する負傷及び疾病の認定

申請の進達（政令第８条第

１項、第３項）

○

８ 認定疾病医療を担当する

医療機関の指定申請、変更

等の届出及び指定の辞退の

申出の進達（政令第１１条第

１項、第１２条、第１３条）

○

９ 第一種健康診断受診者証

及び第二種健康診断受診者

証に関すること。

� 交付（省令附則第２条

第２項、第３項）

○

� 居住地変更の届出の処

理（省令第４条第２項、

附 則 第４条、第４条 の

２、第４条の３、第５条

第１項）

○

�・� 省略

９～１６

省略
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